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１．心の相談室活動報告
（2024年４月～2025年３月）

前年度に引き続き，活動報告を年度報告としてまとめた。本活動報告では2024年度のものを報
告する。本文中の数値は全て2024年度のものであり，昨年同時期の統計比較は，全て2023年度の
同時期の数値と比較した。

１）心の相談室運営体制

　⑴　スタッフ構成
心の相談室の2025年３月時点のスタッフ構成は，表１に示したように相談員23名(本学心
理学科専任教員10名，非常勤相談員13名)，研修相談員６名，院生相談員21名(修士課程２
年生10名，修士課程１年生11名)，事務職員５名であり，総勢55名で心の相談室の運営に当
たっている。

表１　スタッフ構成

相　談　員
研修相談員

院生相談員
事務職員 計

本学教員 非 常 勤 Ｍ　１ Ｍ　２

10 13 6 11 10 5 55

※2025年３月時点

　⑵　施設について
心の相談室は，追手門学院大学地域支援心理研究センターの1～3階にあり，以下の様な施
設において相談活動を行っている。
１階：事務室および受付
　　　プレイルーム　　　　　　２室
２階：相　談　室　　　　　　　３室
　　　集団カウンセリング室　　１室
　　　心理検査室　　　　　　　１室
　　　資　料　室　　　　　　　１室
　　　待　合　室　　　　　　　１室
３階：相　談　室　　　　　　　２室
　　　スタッフルーム　　　　　１室
　　　ミーティングルーム　　　１室
　　　会　議　室　　　　　　　１室
　　　多 目 的 室　　　　　　　１室
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　⑶　心の相談室相談員会議
心の相談室相談員会議は2006年４月から原則として月１回の開催となり，2024年４月から 
2025年３月の期間に７回の会議を行った。相談員会議は，本学教員である相談員に加え事務
職員（記録者）１名もしくは２名が参加し，主に相談室の運営や大学院生の臨床実習の進め
方等について協議を重ねている。

　⑷　インテーク・カンファレンス
インテーク・カンファレンスは，臨床心理アセスメント実習という名称で月曜日5時間目
(17：45～19：30）の中で行われた。Ｍ１，Ｍ２の必修科目であるため毎回大学院生が参加
した。また，科目担当教員，担当以外の心理学科専任教員や実習担当助教，非常勤相談員で
ある臨床心理士も参加することがあり，討議が行われている。そこでは電話受付やインテー
ク面接の情報に基づいてケースの概要が報告され，ケース担当者の人選，初期の見立てと面
接方針等について検討を行っている。新規ケースについて相談員が臨床心理士・公認心理師
としてどのような臨床的判断を加えるのか，また初期の見立てや方針がどのようになされる
のかについて，院生相談員が身近に学ぶ機会を提供できるように意図されており，大学院生
の教育の一環をなしている。

　⑸　研修相談員制度
本学臨床心理学コース修了者で臨床心理士の資格取得を目指す者，ないしはそれと同等以
上の学力・経験をもつ学外者で，臨床研修を希望する者に対して，研修相談員の制度を設け
ている。2024年度は６名の研修相談員が在籍し，インテーク面接，心理査定，心理面接，プ
レイセラピー，研究などの業務に関わっている。心理面接，心理査定に関しては本学心理
学科専任教員もしくは非常勤相談員（臨床心理士）からスーパーヴィジョンを受けており，
また研究に関しては心理学科専任教員から指導を受けている。

２）相談活動について

　⑴　開　室　時　間
月曜日から金曜日の午前11時から午後６時まで。

　⑵　相　談　件　数
　　①　電話相談および問い合わせ件数

2024年度の電話による相談と問い合わせ件数は85件(前年同時期は111件)とやや減少し
た(表２)。一方，インテークにつながったものは85件中30件(2023年度は44件)とさほど
多くない。電話のみの件数が39件(同50件)と約半数を占めていることが理由であり，電
話による相談や問い合わせによって，ある程度の解決に至ったことや受け入れのキャパシ
ティーの関係で５月より４ヵ月ウェイティング対応となったことが要因のひとつと思われ
る。インテークのキャンセルは３件(同５件)となっている。受理インテーク数は前年度よ
りも14件の減少となった。
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表２　電話相談および問い合わせ件数

内　訳 インテーク リファー 電話のみ インテークキャンセル その他 計

件　数 30 0 39 3 13 85

次に，月別の電話相談および問い合わせ件数を表３に示した。例年，連休明けの５月と
夏休み明けの９月から増加傾向にあるが，2023年度は，５月以降と２月の２つのピークが
見られ，2024年度は４月と９月，２月の３つにピークがみられ，年度初め前後や学期初め
に相談申し込みが増える傾向がみられた。

表３　月別電話相談および問い合わせ件数

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

イ ン テ ー ク 4 2 1 6 4 6 3 4   30

リ フ ァ ー 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0

電 話 の み 6 5 5 3 5 2 2 2 3 4 2 39

インテークキャンセル  1    　1  　1     3

そ の 他           7 6 13

計 10 8 5 4 5 9 7 6 5 7 11 8 85

※インテークは，申込み日でカウントする

　　②　新規相談受理人数
新規相談受理人数を，表４に示した。この１年間の新規相談受理人数は60名（前年73
名）であった。ここ数年の傾向として，26歳以上の人数が多いが，これは保護者面談だけ
でなくこの年齢層の個人の相談が一定数あることを示している。

表４　新規相談受理人数

年齢層 ０～６ ７～12 13～18 19～25 26～40 41～60 61～ 計

人　数 8(0) 11(3) 3(1) 6(1) 12(2) 20(8) 0(0) 60(15)

% 13.3% 18.3% 5.0% 10.0% 20.0% 33.3% 0.0% 100.0%

(　）はうち分室
※インテークを２回実施したケース，同席者があったケースを含む
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次に月別の年齢層別新規相談受理人数を表５に示した。新規相談受理人数は，例年は連
休明けの５月と夏休み明けの９月から増加傾向にあり，2023年度は５月と，冬休み明けの
１月という２つのピークが見られたが，2024年度は５月と11月がピークとなった。

表５　月別年齢層別新規相談受理人数

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

０～６ 0(0) 2(0) 2(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 1(0) 0(0) 2(0) 8(0)

７～12 0(0) 2(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 4(0) 1(1) 2(1) 1(1) 0(0) 11(3)

13～18 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(1) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 3(1)

19～25 0(0) 1(0) 1(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 2(0) 0(0) 1(1) 0(0) 6(1)

26～40 0(0) 3(0) 3(1) 0(0) 1(1) 0(0) 2(0) 1(0) 0(0) 1(0) 0(0) 1(0) 12(2)

41～60 0(0) 1(0) 4(1) 0(0) 0(0) 0(0) 2(2) 4(1) 3(1) 2(1) 3(2) 1(0) 20(8)

61～　 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)

計 0(0) 9(0) 11(2) 0(0) 1(1) 1(0) 5(2) 10(2) 7(2) 7(2) 5(4) 4(0) 60(15)

(　）はうち分室
※インテークを２回実施したケース，同席者があったケースを含む

　　③　インテーク面接以後，および，継続面接以後の経過
インテーク面接後の経過の件数を表６－１に，その人数を表６－２に示した。また，継
続面接後の経過の件数を表７－１に，その人数を表７－２に示した。件数の上では，イン
テーク面接以降，継続の契約となったケースは32件(前年42件)であり，インテーク面接の
みが７件(同６件)，リファーが０件(同１件)であった。継続に至っている件数は2024年度
は82.1%であり，8割を超えているのはこの３年の傾向である。一方，継続面接以後の経過
のうち継続は，前年の85.7%から75.0%にやや減少したが2022年度よりは高い状態を維持し
ている。一方，終結については2023年度の６件と同様に７件であった。

表６－１　受理面接以後の経過（件数）

内　訳 インテークのみ 継　　続 リファー 計

件　数 7 32 0 39

％ 17.9% 82.1% 0.0% 100.0%

表６－２　受理面接以後の経過（人数）

内　訳 インテークのみ 継　　続 リファー 計

人　数 10 50 0 60

％ 16.7% 83.3% 0.0% 100.0%
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表７－１　継続面接以後の経過（件数）

内　訳 継　　続 終　　結 リファー 計

件　数 24 7 1 32

％ 75.0% 21.9% 3.1% 100.0%

表７－２　継続面接以後の経過（人数）

内　訳 継　　続 終　　結 リファー 計

人　数 40 9 1 50

％ 80.0% 18.0% 2.0% 100.0%

※再インテークのケースを含む
※インテークを実施しなかったケースを含む
※継続面接から同席者が発生したケースを含む

　　④　来談者実人数と年齢層
2024年度の来談者実人数とその年齢層を表８に示した。来談者実人数の総計は173名
（前年163名）であり，前年度より増加した。過去３年で増加し続けており，コロナ対策
のため入室制限があった年から順調に増加傾向にあると言える。
なお，前年度から受理をして継続中のケースを含んでいるため，来談者実人数は受理
面接の件数より多くなっている。内訳では41－60歳が72名（前年68名)，26－40歳が26名
（同29名）と成人の年齢層が全体の５割弱を占めており，この傾向は2014年度以降続いて
いる。また，７－12歳の年齢層が29名（同23名）で16.8％と就学児童の年齢層も割合が高
い。これらは後述する発達障害に関係した親子並行ケースが一定数あり，その影響と考え
られる。

表８　来談者実人数と年齢層

年 齢 層 ０～６ ７～12 13～18 19～25 26～40 41～60 61～　 計

人　

数

総　数 10 29 12 14 26 72 10 173

本　室 9 25 8 8 17 44 6 117

分　室 1 4 4 6 9 28 4 56

％ 5.8% 16.8% 6.9% 8.1% 15.0% 41.6% 5.8% 100.0%
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　　⑤　来談者実人数と居住地域
来談者実人数の居住地域を表９に示した。来談者の居住地域では，本学の所在地である
茨木市居住の来談者がもっとも多く96名（前年96名）と全体の55.5％を占めており，次い
で近隣の北摂地域の高槻市44名（同36名）の25.4％と合わせると80.9％が茨木・高槻の近
隣地域からの来所となっている。本相談室は地域に根差した相談室として機能していると
考えられる。

表９　来談者実人数と居住地域

居住地
大　　　　　阪　　　　　府

茨木市 高槻市 吹田市 摂津市 大阪市 豊中市 箕面市 三島郡 豊能郡 大東市

人　

数

総数 96 44 1 1 8 2 5 2 2 1

本室 72 28 0 1 3 0 4 1 0 1

分室 24 16 1 0 5 2 1 1 2 0

% 55.5% 25.4% 0.6% 0.6% 4.6% 1.2% 2.9% 1.2% 1.2% 0.6%

居住地
大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県

合計
羽曳野市 岸和田市 伊丹市 川西市 神戸市 姫路市 京都市 長浜市

人　

数

総数 1 1 2 1 2 2 1 1 173

本室 0 1 2 0 1 2 1 0 117

分室 1 0 0 1 1 0 0 1 56

% 0.6% 0.6% 1.2% 0.6% 1.2% 1.2% 0.6% 0.6% 100.0%

　　⑥　相談内容別相談件数
相談内容別相談件数を，表10に示した。相談内容で最も多かったのは「子どもの問題
（親からの相談)」である。また、子ども自身の問題としては，｢発達障害(疑いも含む)｣
「言葉の発達の遅れやコミュニケーションの問題(幼児·児童)」「不登校・不登園」などの
相談が多く見られる。一方で「自分自身に関する問題(診断なし)」が増加しており，中高
年のクライエントの生き方や実存的なテーマに関する相談が増加していると言える。
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表10　相談内容別相談件数（複数記入）

来 談 者 主 訴 の 内 容
人　　数

総　数 うち分室

言葉の発達の遅れやコミュニケーションの問題（幼児・児童） 3 0

発達障害（疑いも含む） 5 1

親子関係（母子分離を含む） 3 0

不登校・不登園 9 3

学業上の問題 1 1

行動上の不適応問題（幼児・児童・生徒） 0 0

子どもの問題（親からの相談） 21 4

子どもの身体症状（親からの相談） 0 0

子ども以外の家族の問題（夫婦関係を含む） 1 1

対人関係（家族以外） 0 0

自分自身に関する問題（診断なし） 12 3

精神的疾患（診断あり） 1 0

身体的問題・心身症 0 0

コンサルテーション 2 2

その他 1 0

　　⑦　月別来談者延べ人数とその面接の種類
各月別の面接種別ごとの延べ来談人数を表11に示した。2024年度の延べ来談人数は 
1,535名と，2023年度1,478名より57名増加したが，前年度もその前年度から80名増加して
いることを考えると３年連続で増加傾向にあることが明らかとなった。コロナ感染症によ
り，2021年度は２か月の閉室，2022年度は入室制限を行い，相談数が減少していたが完全
に復調していると考えられる。
次に，表12に面接種別における月別の相談人数(実人数)を示した。2023年度の1,026名
から2024年度は1,113名と累計実人数は87名の増加となっており，2023年度も前年度比で
80名弱の増加があったことを考えると実人数も３年連続で増加している。
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表11　月別面接種別相談人数（延べ人数）

面　接　種　別
2 0 2 4 　 年 　 度

計
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

受 理 面 接 9 
(0)

11 
(2)

1 
(1)

1 
(0)

5 
(2)

10 
(2)

7 
(2)

7 
(2)

5 
(4)

4 
(0)

60 
(15)

心 理 検 査 1 
(0)

1 
(0)

1 
(0)

2 
(0)

5 
(0)

3 
(2)

3 
(2)

3 
(2)

2 
(2)

1 
(0)

5 
(1)

3 
(1)

30 
(10)

集団遊戯療法
(子) 0 

(親) 0 

個人遊戯療法
(子) 23 

(5)
29 
(6)

28 
(7)

31 
(5)

20 
(3)

32 
(4)

35 
(6)

37 
(5)

29 
(5)

32 
(5)

38 
(6)

30 
(4)

364 
(61)

(親) 24 
(6)

29 
(6)

26 
(7)

27 
(5)

19 
(3)

30 
(4)

29 
(6)

35 
(5)

26 
(4)

31 
(5)

37 
(6)

27 
(3)

340 
(60)

並 行
カウンセリング

(子) 6 
(3)

9 
(3)

8 
(3)

12 
(5)

3 
(2)

9 
(6)

10 
(5)

9 
(3)

8 
(4)

5 
(3)

9 
(4)

5 
(3)

93 
(44)

(親) 6 
(3)

10 
(4)

7 
(3)

12 
(5)

1 
(1)

9 
(5)

8 
(3)

9 
(3)

10 
(4)

3 
(1)

10 
(5)

5 
(3)

90 
(40)

カ ウ ン セ リ ン グ 46 
(27)

54 
(29)

58 
(30)

53 
(28)

32 
(18)

47 
(22)

44 
(23)

46 
(26)

44 
(22)

42 
(22)

52 
(26)

40 
(16)

558 
(289)

スーパーヴィジョン 0 

コンサルテーション 0 

集団認知行動療法 0 

合　　　　計 106 
(44)

141 
(48)

139 
(52)

137 
(48)

81 
(28)

131 
(43)

134 
(47)

149 
(46)

126 
(43)

121 
(38)

156 
(52)

114 
(30)

1,535 
(519)

(　）はうち分室
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表12　月別面接種別相談人数（実人数）

面　接　種　別
2 0 2 4 　 年 　 度

計
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

集団遊戯療法
(子) 0 0 

(親) 0 0 

個人遊戯療法
(子) 17 17 

(4)(4)
21 21 
(4)(4)

23 23 
(4)(4)

19 19 
(3)(3)

18 18 
(3)(3)

20 20 
(3)(3)

23 23 
(4)(4)

28 28 
(3)(3)

20 20 
(5)(5)

26 26 
(3)(3)

28 28 
(5)(5)

30 30 
(4)(4)

273 273 
(45)(45)

(親) 16 16 
(4)(4)

20 20 
(4)(4)

20 20 
(4)(4)

18 18 
(3)(3)

17 17 
(3)(3)

18 18 
(3)(3)

21 21 
(4)(4)

26 26 
(3)(3)

19 19 
(5)(5)

25 25 
(3)(3)

26 26 
(5)(5)

27 27 
(4)(4)

253 253 
(45)(45)

並 行
カウンセリング

(子) 6 6 
(3)(3)

6 6 
(2)(2)

6 6 
(2)(2)

8 8 
(3)(3)

3 3 
(2)(2)

5 5 
(3)(3)

7 7 
(3)(3)

6 6 
(3)(3)

6 6 
(3)(3)

6 6 
(4)(4)

6 6 
(3)(3)

5 5 
(3)(3)

70 70 
(34)(34)

(親) 6 6 
(3)(3)

8 8 
(3)(3)

5 5 
(2)(2)

8 8 
(3)(3)

1 1 
(1)(1)

6 6 
(3)(3)

7 7 
(2)(2)

5 5 
(2)(2)

7 7 
(3)(3)

4 4 
(2)(2)

7 7 
(4)(4)

5 5 
(3)(3)

69 69 
(31)(31)

カ ウ ン セ リ ン グ 34 34 
(19)(19)

33 33 
(18)(18)

41 41 
(22)(22)

35 35 
(18)(18)

26 26 
(14)(14)

35 35 
(18)(18)

35 35 
(19)(19)

34 34 
(19)(19)

35 35 
(17)(17)

32 32 
(15)(15)

37 37 
(17)(17)

35 35 
(14)(14)

412 412 
(210)(210)

心 理 検 査 の み 1 1 
(0)(0)

1 1 
(0)(0)

5 5 
(0)(0)

2 2 
(0)(0)

2 2 
(0)(0)

1 1 
(0)(0)

2 2 
(0)(0)

2 2 
(0)(0)

6 6 
(4)(4)

2 2 
(0)(0)

24 24 
(4)(4)

スーパーヴィジョン 0 0 

コンサルテーション 0 0 

受 理 面 接 の み 3 3 
(0)(0)

2 2 
(0)(0)

2 2 
(2)(2)

2 2 
(2)(2)

2 2 
(0)(0)

1 1 
(0)(0)

12 12 
(4)(4)

集団認知行動療法 0 0 

合　　　　計 80 80 
(33)(33)

92 92 
(31)(31)

102 102 
(34)(34)

90 90 
(30)(30)

67 67 
(23)(23)

85 85 
(30)(30)

95 95 
(34)(34)

103 103 
(32)(32)

89 89 
(33)(33)

95 95 
(27)(27)

111 111 
(38)(38)

104 104 
(28)(28)

1,113 1,113 
(373)(373)

(　）はうち分室

３）高度専門職（臨床心理士）養成について

以下，2025年度における大学院生の実習教育の内容について報告する。

　心の相談室の教育・訓練機関としての役割
本学大学院心理学研究科心理学専攻臨床心理学コースは，2006年４月に日本臨床心理士資格
認定協会臨床心理士養成第１種指定大学院となって20年目を迎えた。臨床心理士のアイデン
ティティは臨床心理学における心理面接，心理査定，地域援助，事例研究や実証的研究を実践
し，またスーパーヴィジョンを受けることによる専門性の向上にあるとされ，この様な専門性
のアイデンティティを確立できるように専門家を育成することを目的としている。したがって
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学内外あわせて多数の実習施設において実践的訓練の機会を設けている。また，2020年度より
公認心理師のカリキュラムも並行して行うこととなり，これまでよりも更に多様な実習内容お
よび科目群がスタートした。心の相談室は地域に開かれた心理相談施設であるとともに，上記
の如く臨床心理士養成機関でもある。したがって，来談者に対しては，電話による問い合わせ
やインテークの段階でその旨を説明し，臨床心理士有資格者の指導のもとに大学院生がケース
を担当するということについて理解してもらうようにしている。また，教育のなかで，スー
パーヴィジョンや臨床心理実習，臨床心理基礎実習を通して，心理臨床の実践家として通用す
るよう厳しい訓練がなされている。以下に大学院生の学内外での実習活動について記す。

　｢臨床心理基礎実習・臨床心理実習」の学内実習について（2025年度）
①　大学院１年次は，当相談室において臨床心理基礎実習の授業として，次のような実習を
行っている。
・プレイルームや相談室の整備
・インテーク・カンファレンス
心の相談室のインテーク・カンファレンスに参加し，ケースの概要からの見立て，処
遇の仕方などについて学んでいる。
・ケース・カンファレンス
大学院２年次生に対して行っているケース・カンファレンスに参加することを通して，
ケース・プレゼンテーションの仕方や心理療法の過程，ケースに対する理解，心理臨床
的援助の方法などを総合的に学んでいる。

②　大学院２年次には，当相談室において臨床心理実習の授業として，以下のような実習を
行っている。
・プレイルームや相談室の整備
・ 不登校や行動面での問題を抱えた幼児・児童・生徒を対象として個別の心理面接や遊戯
療法および心理査定の実践。これらについては全て各セッション終了後に臨床心理士よ
りスーパーヴィジョンを受け，ケースへの関わり方や理解の仕方を学習している。
・インテーク・カンファレンス
心の相談室のインテーク・カンファレンスに参加し，ケースの概要からの見立て，処
遇方針の立て方などについて学んでいる。
・ケース・カンファレンス
実際に院生自身が担当しているケースの経過について105分の時間をかけて，発表し，
相談員（本学教員）や非常勤相談員からの指導や提案を受けることによって，クライエ
ントの理解や関わり方について検討を行っている。これにより自身のセラピストとして
関わり方を丁寧に見直し，より適切に今後のケースに関わるための展望を得ることを目
的としている。
・スーパーヴィジョン
各大学院生は担当したケースについて個別に実習担当の相談員（学外教員）よりスー
パーヴィジョンを受けることになっている。これにより，さらに詳細に自身の心理臨床
的援助の仕方や，ケースの中でのセラピストとしての自分の在り方に気づき，より専門
性を確実なものとするようにしている。現在は，SV候補リストを作成し，大学院生が
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そのなかから選択するか，各自がSVを探してくることも認められている。また，教育
的意味合いも含めてスーパーヴィジョン契約や交渉も院生自身に任されており，担当
スーパーヴァイザーについては心の相談室が常に把握することとなっている。近年の傾
向では複数のスーパーヴァイザーに依頼している大学院生も数名いるなど，スーパー
ヴィジョンの重要性と積極的コミットが高い院生もいる一方で，公認心理師制度ができ
てからあまり熟考せずに現実的な理由でスーパーヴァイザーを選ぶ傾向もみられ，SV
の重要性とコミットメントについては授業の中で改めて指導している。

　 ｢臨床心理実習」｢臨床心理基礎実習」｢臨床心理実践基礎実習」｢臨床心理学外短期実習｣
学外施設における実習活動について（2025年度）
臨 床 心 理 実 習 担 当 教 員(学内)：溝部　宏二・永野　浩二・馬場　天信・益田　啓裕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　石田　拓也・河嶋　珠実　　　　　　　　　　　　
臨床心理基礎実習担当教員(学内)：櫻井　　鼓・辻　　　潔・嶋　　大樹・木村　大樹
臨床心理実践基礎実習担当教員(学内)：嶋　　大樹・木村　大樹・石田　拓也・河嶋　珠実
臨床心理学外短期実習担当教員(学内)：竹下　秀子・永野　浩二・櫻井　　鼓・石田　拓也
　　　　　　　　　　　　　　　　　　河嶋　珠実
学 外 実 習 担 当 臨 床 心 理 士 等： 赤木　里衣・荒牧　要右・石郷岡　愛・磯田佑太郎

今村美衣子・上村　哲也・上塚　達也・大西　貴子
大原　創太・小田　純也・加藤　直子・鹿野　麗子
木下　敬子・木村　優香・清澤　千絢・楠田　千佳
倉迫　　悠・小磯　香苗・小島　英和・坂口　弘樹
坂元　　文・坂本　有香・瀬古　晴加・高橋　慶子
竹池　優貴・武久　千夏・多田　花江・田中　秀宜
田中　雄大・玉井　真里・永井　　享・中島　啓之
中村真依子・名倉　祥文・新美　裕之・西　　友子
新田　航人・丹羽　智史・原　　知里・平井　聖大
廣田　佐紀・福島　直子・藤田　優江・増子　高通
松本真由子・水本　正志・三好　幸弘・本岡　徳子
森　　抄子・森田　智絵・森田　眞子・森永　　唯
安尾　利彦・山本　裕真・横山有果里・吉田　三紀
和田　　実
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　１．長期実習（大学院生の希望人数と受け入れ先の都合で毎年振り分け人数が異なる）
　　⑴　施　設　名：大手前中学校

臨床心理士：坂本　有香
所　在　地：大阪府大阪市中央区大手前１－３－20
期　　　間：本年度は実習受入不可
実 習 内 容： 教育分野における心理に関する支援を要する者等への，⑴アセスメント，

⑵心理面接，⑶養護教諭や教員との連携等に関する知識及び技能を学び，
心理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握を行う。また支援計
画の作成，心理に関する支援を要する者へのチームアプローチ，多職種連
携を実習する。

　　⑵　施　設　名：財団法人復光会垂水病院（単科精神科病院）
臨床心理士：髙橋　慶子
所　在　地：神戸市西区押部谷西盛566
期　　　間：実習受入れ体制が整わないため本年度実習中止
実 習 内 容： アルコール・薬物依存症についての研修を受け，院内治療・リハビリテー

ションプログラム（病棟グループ）酒害教室，AAメッセージ（アルコー
ル・薬物依存症の院内治療プログラム）アルコール・薬物依存症の入院お
よび通院患者とその後のケース・カンファレンスに参加する。デイケア通
所患者に対する個別面接（統合失調症圏・アルコール依存症）をし，毎回
事後にスーパーヴィジョンを受ける。個別で心理検査（神経症圏：ロール
シャッハテスト，アルコール依存症：WAIS‒Ⅳ）を実施し，その後の指
導（実施の方法，検査の分析方法と報告書作成の仕方について）を受ける。

　　⑶　施　設　名：医療法人北斗会さわ病院（単科精神科病院）
臨床心理士：増子　高通
所　在　地：大阪府豊中市城山町１－９－１
期　　　間：本年度実習中止
実 習 内 容： 通院・入院カルテを読み込み，ケース・カンファレンスに参加することで，

精神障害者について理解を深め，多職種の協働とチーム医療の実際を知る。
病棟での統合失調症患者との面接，デイ・ケアにおける集団療法（統合失
調症圏，気分障害等の通所患者）のなかで，スタッフの一員として精神
科リハビリテーションの一環に携わる。心理検査（統合失調症：WAIS‒
Ⅳ・ロールシャッハテスト，心身症女性：バウムテスト・ロールシャッハ
テスト）を実施し，その後スーパーヴィジョン（実施の仕方，検査の分析
方法と報告書作成の仕方について）を受ける。
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　　⑷　施　設　名：社会医療法人弘道会なにわ生野病院
臨床心理士：武久　千夏・大西　貴子
所　在　地：大阪市浪速区大国１－10－３
期　　　間：2025年４月～2025年９月（前期)，毎週１回，１日８時間
実 習 者 数：前期１名
実 習 内 容： なにわ生野病院心身医療科となにわ生野病院ストレス研究所の２か所で実

習を行う。前者では主に医師が治療に当たり，後者では医師，臨床心理士，
精神保健福祉士，管理栄養士によるチーム医療が行われている。実習開始
後まず，摂食障害をはじめとする神経症，心身医療科の基礎知識，シュラ
イバーの心得等に関して１か月にわたるレクチャーを臨床心理士から受け
る。このレクチャー終了後，心療内科医，精神科医の心理療法，親面談に
陪席し，シュライバーを務める。事前カンファレンスと事後カンファレン
スがあり，担当する事例について，発表するため所感と共に簡潔に記録に
まとめ，発表し，ディスカッションに加わる。チーム医療における臨床心
理士の在り方について学ぶ。

　　⑸　施　設　名：国立病院機構大阪医療センター（総合病院精神科臨床心理室）
臨床心理士：安尾　利彦・森田　眞子
所　在　地：大阪市中央区法円坂２－１－14
期　　　間：2025年４月～2025年９月（前期）
実 習 者 数：前期２名
実 習 内 容： 毎週あるカンファレンスへ参加する。前期はHIV患者さんへのインタビュー

内容について，後期は担当ケースについて臨床心理士からスーパーヴィ
ジョンを受ける。他校からの実習生と合同で，新版K式発達検査法，認知機
能検査などの勉強会がルーチンとして行われる。その他不定期ではあるが，
精神科の予診や診察の陪席，認知機能検査や発達検査の実施と所見作成，
HIVや血友病の講義，がん緩和ケアサポートチーム回診への参加，AIDSカ
ウンセリング研修会や看護師研修会への参加などが可能となっている。



－　 －38

１．心の相談室活動報告（2024年４月～2025年３月）

　　⑹　施　設　名：医療法人栄仁会宇治おうばく病院
　　　　　　（単科精神科病院／京都駅前メンタルクリニック·バックアップセンター)
臨床心理士：名倉　祥文・鹿野　麗子・森永　　唯・森　　抄子・横山有果里
所　在　地：京都府宇治市五ケ庄三番割32－１／
　　　　　　京都市下京区七条通烏丸東入真苧屋町195　福井ビル５Ｆ
期　　　間：2025年４月～2025年９月（前期）
実 習 者 数：前期１名
実 習 内 容： 宇治おうばく病院（３ヵ月）における単科精神病院における臨床心理室で

の実習
　　　　　　・ 集団回想法プログラムへの参加
　　　　　　・ 心理検査（認知症検査および知能検査）等の陪席と所見作成および検査

実施
　　　　　　・ 病棟実習と院内カンファレンス参加（多職種連携の学び）
　　　　　　 京都駅前メンタルクリニック・バックアップセンター・京都（３か月） 

における復職支援デイケアグループ（うつ病教室）への参加
　　　　　　・ 集団への関わりに関するスーパーヴィジョン，ミーティング参加
　　　　　　・ 集団療法（うつ病教室実施）における心理臨床実践の補助業務
　　　　　　・ 復職プログラムにおける心理教育（ストレスマネージメント講座，コ

ミュニケーション講座，マインドフルネス体験講座等）への参加と補助
業務

　　⑺　施　設　名：楓こころのホスピタル
臨床心理士：西　友子
所　在　地：大阪府泉佐野市中庄1025
期　　　間：2025年４月～2025年９月（前期)，2025年10月～2026年３月（後期）
　　　　　　毎週１回，1日８時間
実 習 者 数：前期２名，後期２名
実 習 内 容： デイケア（９：00～15：00）に参加し，その間に検査（WAIS-Ⅳ，ロール

シャッハテスト，バウムテスト，P-Fスタディなど）が依頼されれば優先的
に実施する。デイケア終了後に臨床心理士よりスーパーヴィジョンを受ける。
また，他校からの実習生と合同で，描画テストをデイケアにて実施する。
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　　⑻　施　設　名：医療法人丹比荘丹比荘病院
臨床心理士：小田　純也・磯田佑太郎・石郷岡　愛・木下　敬子
所　在　地：大阪府羽曳野市野164－１
期　　　間：2025年４月～2025年９月（前期)，2025年10月～2026年３月（後期）
　　　　　　毎週１回，１日８時間
実 習 者 数：前期１名，後期１名
実 習 内 容： 集団精神療法等のグループアプローチ（デイケア）に参加し，精神障

害者についての関わりを実習を通して学ぶ。また，心理検査（MMSE，
HDS-R，WISC-Ⅳ等）の陪席や実施，その後の指導（実施の方法，検査
の分析方法と報告書作成の仕方について）を受ける。他にも医師による診
察の陪席や，病院を利用している養育者へのペアレント・トレーニングに
参加することが可能となっている。

　　⑼　施　設　名：耳原総合病院小児科
臨床心理士：原　知里
所　在　地：大阪府堺市堺区協和町４-465
期　　　間：2025年４月～2025年９月（前期）
実 習 者 数：前期１名
実 習 内 容： 耳原総合病院小児科における医師による診察の陪席，公認心理師による心

理検査の説明への陪席，他種業務との連携などについて実習を通して体験
的に学ぶ。また，医師および公認心理師による講義などでの指導を受ける。

　　⑽　施　設　名：児童心理治療施設あゆみの丘
臨床心理士：新美　裕之・清澤　千絢
所　在　地：大阪府貝塚市三ヶ山138－２
期　　　間：今年度は希望者なし
実 習 内 容： 児童福祉施設に入所する児童へのケアおよび心理治療に関与することによ

り，トラウマや発達障害のある児童への心理的な援助技法および態度につ
いて体験的に学ぶ。児童心理治療施設へ入所している児童への心理的支援
に関する講義・スーパーヴィジョンを通じて，虐待が子どもに及ぼす影響
とその治療およびケアについて習熟する。

　　⑾　施　設　名：児童心理治療施設大阪市児童院
臨床心理士：松本真由子
所　在　地：大阪市西区立売堀４－10－18　阿波座センタービル内
期　　　間：2025年10月～2026年３月（後期），毎週１回，１日８時間
実 習 者 数：後期１名
実 習 内 容： 児童心理治療施設に入所するトラウマや発達障害がある児童へのケアおよ

び心理治療に参加することを通じ，心理的な援助技法および態度につい
て体験的に学ぶ。入所児童への心理的支援・ケアに関する講義・スーパー
ヴィジョンを通じて，入所児童への治療およびケアについて具体的に学ぶ。
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　　⑿　施　設　名：大念仏寺社会事業団
臨床心理士：福島　直子・玉井　真里
所　在　地：大阪市平野区平野上町１－７－３
期　　　間：今年度は希望者なし
実 習 内 容： 乳児期から成人期に至る様々な年代の方々へのケアおよび心理治療に参加す

ることを通じ，臨床心理的な援助技法および態度について体験的に学ぶ。児
童および保護者への心理的支援に関する講義・スーパーヴィジョン等を通じて，
虐待や親子関係が子どもに及ぼす影響とその治療およびケアについて学ぶ。

　　⒀　施　設　名：児童養護施設高鷲学園
臨床心理士：坂元　文・竹池　優貴
所　在　地：大阪府羽曳野市南恵我之荘２－６－20
期　　　間：2025年４月～2025年９月（前期)，毎週１回，１日８時間
実 習 者 数：前期１名
実 習 内 容： 児童養護施設に入所する幼児期から思春期に至る様々な児童へのケアおよ

び心理治療に参加することを通じ，発達促進的な支援及びケアについて体
験的に学ぶ。入所児童への心理的支援に関する講義・スーパーヴィジョン
を通じて，虐待が及ぼす影響とアセスメントについて理解を深め，効果的
な治療およびケアについて習熟する。

　　⒁　施　設　名：児童養護施設東光学園
臨床心理士：本岡　徳子
所　在　地：堺市中区土塔町2028番地
期　　　間：今年度は未実施
実 習 内 容： 児童養護施設に入所する児童へのケアおよび心理的支援に関与することで，

トラウマやアタッチメントの課題がある子どもへの支援について体験的に
学ぶ。入所児童への心理的支援に関する講義・スーパーヴィジョンを通じ，
虐待を受けた子どもの特徴やそのケア，チーム支援の工夫などについて学ぶ。

　　⒂　施　設　名：児童心理治療施設ももの木学園
臨床心理士：楠田　千佳
所　在　地：京都市山科区東野八反畑町57－８
期　　　間：2025年10月～2026年３月（後期)，毎週１回，１日６時間
実 習 者 数：後期１名
実 習 内 容： 入所および通所する児童への心理的なケアへ参加することを通じ，児童へ

の臨床心理学に基づく援助技法および態度について体験的に学ぶ。児童福
祉施設における児童への心理的支援に関する講義・スーパーヴィジョンを
通じて，虐待が子どもに及ぼす影響とその治療およびケアについて習熟する。
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　　⒃　施　設　名：児童心理治療施設ひびき
臨床心理士：山本　裕真・上塚　達也
所　在　地：大阪府三島郡島本町山崎５－３－18
期　　　間： 2025年４月～2025年９月（前期)，2025年10月～2026年３月（後期)
　　　　　　毎週１回，１日６時間
実 習 者 数：前期１名，後期１名
実 習 内 容： トラウマや発達障害がある児童に対して，児童心理治療施設のスタッフが

行うケアおよび心理治療に共に関与することを通して，心理的な援助技法
および態度について体験的に学ぶ。入所児童への心理的支援・ケアに関す
る講義・スーパーヴィジョンを通じて，入所児童へのアセスメントや，治
療的関与のあり方について学ぶ。

　　⒄　施　設　名：独立行政法人市立吹田市民病院
臨床心理士：吉田　三紀
所　在　地：大阪府吹田市岸部新町５番７号
期　　　間：今年度は希望者なし
実 習 内 容： 予診，面接の陪席，通院・入院カルテの読み込み，ケースカンファレンス

への参加，他職種との協働とチーム医療の実際を体験的に習熟すること，
および心理検査の実施と事後指導など，以上の活動を通して，脳神経内科
における心理専門職の役割について学ぶ。

　　⒅　施　設　名：こくり
臨床心理士：大原　創太・瀬古　晴加
所　在　地：大阪府藤井寺市岡２－12－４　寿ビルディング４階
期　　　間：2025年10月～2026年３月（後期)，毎週１回，1日８時間
実 習 者 数：後期２名
実 習 内 容： 就労継続支援Ｂ型事業における障碍者への就労支援について体験的に学習

し，利用者への心理的な援助技法について習熟する。具体的には，就労活
動を共に行うことで関与しながらの利用者の個々の障碍理解や，当事者研
究などを通した理解と支援，個々の特徴を活かし就労へ結びつける多様な
企画を発想する方法についても学ぶ。

　　⒆　施　設　名：YCCこども教育研究所
臨床心理士：荒牧　要右
所　在　地：大阪府寝屋川市香里新町22－３－106
期　　　間：今年度は希望者なし
実 習 内 容： 個別・集団を通じた療育やソーシャルスキルトレーニングを体験的に学ぶ

ことで，発達に対するサポートが必要な児童への心理的支援についての知
識と技能の習得を行う。
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　　⒇　施　設　名：宝塚市教育委員会
臨床心理士：田中　雄大
所　在　地：兵庫県宝塚市東洋町１番１号　本庁舎３階
期　　　間：2025年10月～2026年３月（後期）
実 習 者 数：後期１名
実 習 内 容： 配置校における学級（特別支援学級含む）の授業や休み時間の生徒たちの

行動観察を通して，特別支援学級や通常級の要支援生徒に対する学習支援
について学ぶ。スクールカウンセラーの実施する生徒や保護者との面談へ
の陪席，またソーシャルスキルトレーニングなどの心理教育プログラムの
実施に同席することを通して，教育領域における心理支援の内容とその方
法について体験的に学習する。

　　21　施　設　名：茨木市教育委員会　学校教育部　教育センター
臨床心理士：多田　花江・上村　哲矢
所　在　地：茨木市駅前四丁目６番16号　茨木市市民総合センター内
期　　　間：2025年４月～2025年９月（前期)，2025年10月～2026年３月（後期）
実 習 者 数：前期１名，後期２名
実 習 内 容： 適応指導教室での子どもへの教育指導の補助および他種業務との連携など

を，実習を通して体験的に学ぶ。また，小中学校との連携業務，およびオ
ンラインでの支援活動業務など，その都度子どもへの支援に必要な業務に
ついて学ぶ。

　２．心理査定実習
　　⑴　施　設　名：桃花塾（知的障害児・者施設，知的障害者更生施設）

臨床心理士：三好　幸弘
所　在　地：大阪府富田林市大字喜志206
期　　　間：2025年11月７日，11月８日
実 習 者 数：８名
実 習 内 容： 事前研修：臨床心理査定演習で実習した新版Ｋ式発達検査2020を実践現場

で用いるために，より詳細な実施方法の習得を目指す（第３葉～第５葉)。
実習：実際に知的障害児・者に発達検査を行う際の心得と観察のポイント
などの指導を行う。実習当日は，知的障害児・者およびその更生施設につ
いての現況の研修を受けた後，13～50才の入所者を対象に新版Ｋ式発達検
査2020を実習者１人１ケース実施する。その後，学内において検査報告書
を提出する。事後研修：実習生それぞれが検査を行った知的障害児・者に
ついての理解をさらに深められるよう振り返りを行う。
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　３．短期施設実習
　　⑴　施　設　名：医療法人北斗会さわ病院（単科精神病院）

臨床心理士：増子　高通
所　在　地：大阪府豊中市城山町１－９－１
実 習 期 間：本年度実習中止
実 習 内 容： 急性期精神医療と精神障害者リハビリテーションシステムを備える病院の

概要，地域における精神病院のあり方についての研修の後，病院内（病
棟・デイケア）や通所授産施設，グループホーム，福祉工場などで実習
(統合失調症圏や気分障害の患者と関わる体験)。終了後，全施設に関して
の質疑応答と，医療機関における臨床心理士の役割についての研修を受
ける。

　　⑵　施　設　名：財団法人復光会垂水病院（単科精神病院）
臨床心理士：高橋　慶子
所　在　地：兵庫県神戸市西区押部谷町西盛566番地
実 習 期 間：2025年６月30日
実 習 者 数：12名（大学院１年）
実 習 内 容： 主に中・高年のアルコール・薬物依存症と統合失調症（慢性期）治療が中

心の単科精神病院（病棟，外来，デイケア）の概要，各治療プログラムに
ついての説明を受けた後に，病棟内を見学。終了後，プログラム，全施設
に関しての質疑応答と，医療機関における臨床心理士の役割についての研
修を受ける。

　　⑶　施　設　名：大阪府衛生会希望の杜（児童心理治療施設）
臨床心理士：永井　亨
所　在　地：大阪府高槻市大字奈佐原955
実 習 期 間：2025年８月１日
実 習 者 数：12名（大学院１年）
実 習 内 容： 大学院１年の春学期に，全員で施設を見学し，被虐待児や発達障害児の施

設養護および治療についての説明を受ける。

　　⑷　施　設　名：茨木市児童発達支援事業所「すくすく親子教室」
臨床心理士：藤田　優江
所　在　地：大阪府茨木市春日３－13－５
実 習 期 間：（見学実習）2025年７月16日，（個別実習）９月24日から10月４日
実 習 者 数：12名
実 習 内 容： 全員での事前研修として，施設の概要と療育についての説明を受ける。そ

の後，９－10月に１名につき１日２時間の実習として，療育グループである
｢すくすく親子教室」に，臨床心理士の指導を受けながらスタッフの一員
として参加する。
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　　⑸　施　設　名：桃花塾（知的障害児・者施設，知的障害者更生施設）
臨床心理士：三好　幸弘
所　在　地：大阪府富田林市大字喜志206
期　　　間：2025年７月23日
実 習 者 数：12名
実 習 内 容： 知的障害児・者およびその更生施設の入所者（13～50才代の重度精神発達

遅滞。自閉症も含む）の入所児・者を対象にしたグループ活動に分かれて
参加。その後，活動についての振り返りを施設職員（臨床心理士）より実施。
また，施設活動や施設設備，臨床心理部の活動や役割などについての説明
を受ける。

　　⑹　施　設　名：京都工場保健会御池メンタルサポートセンター
臨床心理士：水本　正志
所　在　地：京都府京都市中京区一之船入町384　ヤサカ河原町ビル
期　　　間：2025年９月10日　13：00～17：00
実 習 者 数：臨床コース 12名（大学院１年）
実 習 内 容： 産業領域の心理士の仕事についてのガイダンス（実習施設業務説明を含

む)，企業におけるメンタルヘルス研修（一次，二次，三次予防，産業メ
ンタルヘルスケア等)，産業領域での心理士の仕事と実際について，体験
を通して学習する。また，保健師，産業医より直接専門業務についてのガ
イダンスを受け，業務連携の実際についても併せて学ぶ。

　　⑺　施　設　名：大阪少年鑑別所
法 務 技 官：倉迫　　悠・今村美衣子・平井　聖大・小磯　香苗・加藤　直子
　　　　　　加藤　直子・森田　智絵・赤木　里衣・丹羽　智史・中村真依子
　　　　　　中島　啓之・廣田　佐紀・木村　優香
所　在　地：大阪府堺市堺区田出井町８－30
期　　　間：2025年９月30日
実 習 内 容： 施設見学及び職員による司法・犯罪領域の心理職の仕事についてのガイダ

ンス（実習施設業務説明を含む）を通して，司法・犯罪領域での心理職の
仕事の実際を学習する。また他職種との連携などの実際についても併せて
学ぶ。

　　⑻　施　設　名：浪速少年院
法 務 教 官：新田　航人・坂口　弘樹・和田　実・田中　秀宜・小島　英和
　　　　　　(2024年度担当者）
所　在　地：大阪府茨木市郡山１－10－17
期　　　間：2025年度は中止
実 習 内 容： 職員による司法・犯罪領域の心理職の仕事についてのガイダンス（実習施

設業務説明を含む）を通して，司法・犯罪領域での心理職の仕事の実際を
学習する。また他職種との連携などの実際についても併せて学ぶ。


